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ホ 物納手続関係書類（例示：更地の場合） 

 物納申請期限までに物納申請書に添付して提出してください。 

更地 

（借地権等の設

定がないもの） 

共     通 土地の状況によって追加が必要なもの 

所在図(住宅地図)、公図の写し、登

記事項証明書(登記簿謄本)、地積測

量図、境界確認書・道路明示証、土

地の維持管理に要する費用の明細

書、所有権移転に必要な書類(所有

権移転登記承諾書、印鑑証明書)を

提出する旨の申出書 

建物等の越境がある場合 
越境物の撤去等を約する

旨の確認書 

建築基準法上の道路に接

していない場合 

隣地を通行することを承

諾した書類 

電柱がある場合 
電柱等に係る土地使用承

諾書の写し 

仮換地の場合 仮換地指定通知書の写し

ヘ 収納価額 

 物納財産を国が収納するときの価額は、原則として、課税価格の計算の基礎となった財産の価額

によります。 

 なお、「小規模宅地等の特例」（16ページ参照）又は「特定計画山林の特例」（21ページ参照）の適

用を受けた相続財産を物納する場合については、特例適用後の価額が収納価額になります。 

 

ト 物納に係る利子税 

 物納申請が行われた場合には、物納の許可による納付があったものとみなされる日までの期間の

うち、申請者において必要書類の訂正等又は物納申請財産の収納に当たっての措置を行う期間があ

る場合など一定の場合には、利子税がかかります。 

なお、利子税の割合は、年7.3％と特例基準割合（※）のいずれか低い割合になります。 

 

 

※ 特例基準割合 

各年の前々年の10月から前年の９月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合

計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割

合を加算した割合 

 

 

 

 

➍ 相続税の申告書の記載例 
 

 
(1) 一般の場合 

① 相続税のかかる財産（「課税財産」といいます。）及び被相続人の債務等について、第９表から第

15表を作成します。 
（注） 作成に当たり課税財産の評価が必要なものについては、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」、

「取引相場のない株式（出資）の評価明細書」等を最初に作成しておきます。 

② 課税価格の合計額及び相続税の総額を計算するため、第１表、第２表を作成します。 

③ 税額控除の額を計算するため、第４表から第８表までを作成し、第１表に税額控除額を転記し各

人の納付すべき相続税額を算定します。 
 

この順序を図にしますと、次のとおりとなります（(1)から(15)までの順序で各表を記載していきます。）。 
（注） 一般の場合とは、ここでは、相続時精算課税適用者（１ページ参照）又は相続税の納税猶予等（23、

28、48、52ページ参照）の適用を受ける人がいない場合をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) 相続時精算課税適用者がいる場合 

イ 納付すべき税額のある相続時精算課税適用者がいる場合 

 「第11表」のほか、相続時精算課税適用財産の明細の記載及び相続時精算課税分の贈与税額控除

額の計算をする「第11の２表」を作成します。 

ロ 還付される税額のある相続時精算課税適用者がいる場合 

① 上記イのとおりです。 

② 「第１表」のほか、還付される税額の受取場所の記載をする「第１表の付表２」を作成します。 

(3) 相続税の納税猶予等の適用を受ける人がいる場合 

イ 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受ける農業相続人がいる場合 

  (1)に掲げる表のほか、「第３表」、「第８表」、「第12表」を作成します。 

ロ 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除又は非上場株式等の贈与者が死亡した場合の

相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者がいる場合 

  (1)に掲げる表のほか、「第８の２表」、「第８の２表の付表１」、「第８の２表の付表２」、「第８の

２表の付表３」、「第８の２表の付表４」を作成します。 

ハ 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例又は非上場株式等の特例贈与者が死亡

した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける特例経営承継相続人等又は特例経営相

続承継受贈者がいる場合 

  (1)に掲げる表のほか、「第８の２の２表」、「第８の２の２表の付表１」、「第８の２の２表の付表

２」、「第８の２の２表の付表３」を作成します。 

ニ 山林についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける林業経営相続人がいる場合 

  (1)に掲げる表のほか、「第８の３表」、「第８の３表の付表」を作成します。 

ホ 医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除又は医療法人の持分についての相続税の税

額控除の適用を受ける相続人等がいる場合 

  (1)に掲げる表のほか、「第８の４表」、「第８の４表の付表」を作成します。 

へ イ、ロ、ハ、ニ又はホのうち２以上に該当する者がいる場合 

  イ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げる表のほか、「第８の５表」を作成します。 
 

（注） 相続税の申告書を提出すべき者が被相続人である特定贈与者の死亡の日からその相続税の申告期限までの間
に相続税の申告書を提出しないで死亡している場合や相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死
亡の日前に死亡している場合の相続税の申告書の記載方法等については、税務署にお尋ねください。 

1 申告書の記載の順序について 

第９表 
（生命保険金など） (1) 

第10表 
（退職手当金など） (2) 

第11・11の２表の 
付表１～４ 

小規模宅地等の 
特例・特定計画 
山林の特例など 

(3) 

第11表 
（課税財産） (4) 

第13表 
（債務葬式費用等）(5) 

第14表 
相続開始前３年以
内の贈与財産等 

(6) 

第１表
(課税価格､相続税額)(8)

第２表 
（相続税の総額）(9)

第５表 
(配偶者の税額軽減)(12) 

第７表 
（相次相続控除） (14) 

第８表 
（外国税額控除） (15) 

第４表 
(相続税額の加算金額の計算書)

(10) 

第４表の２ 

(暦年課税分の贈与税額控除額の計算書)
(11)

第６表 
(未成年者控除・障害者控除)(13) 

第15表 
相続財産の種類別価額表 (7) 
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 次ページ以降に一般的な相続税の申告書の記載例を掲載しています。 

 なお、相続税の申告書の様式については、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】からダウンロードするこ

とができます。過去の年分の申告書についても掲載していますのでご利用ください。 

 

 

 

2 具体的な記載例について 

申告書の作成 
 
 申告書の作成に当たっては、黒ボールペンを使用してください。 
 申告書「第１表」、「第１表（続）」、「第11・11の２表の付表１」、「第11・11の２表の付表１（続）」、「第
15表」及び「第15表（続）」は、機械で読み取りますので、折り曲げないようにお願いします。 
 また、これらの記載に当たっては、記載例の書体例にならって、枠内に記入願います。 

 

Ｑ＆Ａ 具体的な相続税額は？ 

問： 具体的な相続税額はどれくらいになるのでしょうか。 

答： 被相続人の遺産の内容や法定相続人の人数、また、遺産分割の状況により相続税額は異なりますので一概にお

答えすることはできませんが、被相続人の遺産を相続人が法定相続分により相続したと仮定しますと、次の表の

とおりとなります。 

 

遺産の価額 
相続人 

５千万円 １億円 ２億円 ３億円 ５億円 

配偶者と 
子供１人 

配偶者 
子 

0万円
40万円

0万円
385万円

0万円
1,670万円

0万円 
3,460万円 

0万円
7,605万円

配偶者と 
子供２人 

配偶者 
子 
子 

0万円
5万円
5万円

0万円
158万円
158万円

0万円
675万円
675万円

0万円 
1,430万円 
1,430万円 

0万円
3,278万円
3,278万円

配偶者と 
子供３人 

配偶者 
子 
子 
子 

0万円
0万円
0万円
0万円

0万円
87万円
87万円
87万円

0万円
406万円
406万円
406万円

0万円 
847万円 
847万円 
847万円 

0万円
1,987万円
1,987万円
1,987万円

配偶者と 
子供４人 

配偶者 
子 
子 
子 
子 

0万円
0万円
0万円
0万円
0万円

0万円
56万円
56万円
56万円
56万円

0万円
281万円
281万円
281万円
281万円

0万円 
588万円 
588万円 
588万円 
588万円 

0万円
1,375万円
1,375万円
1,375万円
1,375万円

（注）１ 遺産の価額は、各人の相続税の課税価格の合計額（遺産に係る基礎控除額控除前の金額）です。 

   ２ 相続税額の計算に当たっては、配偶者の税額軽減を適用し、税額は１万円未満を四捨五入していま

す。 
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 次ページ以降に一般的な相続税の申告書の記載例を掲載しています。 

 なお、相続税の申告書の様式については、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】からダウンロードするこ

とができます。過去の年分の申告書についても掲載していますのでご利用ください。 

 

 

 

2 具体的な記載例について 

申告書の作成 
 
 申告書の作成に当たっては、黒ボールペンを使用してください。 
 申告書「第１表」、「第１表（続）」、「第11・11の２表の付表１」、「第11・11の２表の付表１（続）」、「第
15表」及び「第15表（続）」は、機械で読み取りますので、折り曲げないようにお願いします。 
 また、これらの記載に当たっては、記載例の書体例にならって、枠内に記入願います。 

 

Ｑ＆Ａ 具体的な相続税額は？ 

問： 具体的な相続税額はどれくらいになるのでしょうか。 

答： 被相続人の遺産の内容や法定相続人の人数、また、遺産分割の状況により相続税額は異なりますので一概にお

答えすることはできませんが、被相続人の遺産を相続人が法定相続分により相続したと仮定しますと、次の表の

とおりとなります。 

 

遺産の価額 
相続人 

５千万円 １億円 ２億円 ３億円 ５億円 

配偶者と 
子供１人 

配偶者 
子 

0万円
40万円

0万円
385万円

0万円
1,670万円

0万円 
3,460万円 

0万円
7,605万円

配偶者と 
子供２人 

配偶者 
子 
子 

0万円
5万円
5万円

0万円
158万円
158万円

0万円
675万円
675万円

0万円 
1,430万円 
1,430万円 

0万円
3,278万円
3,278万円

配偶者と 
子供３人 

配偶者 
子 
子 
子 

0万円
0万円
0万円
0万円

0万円
87万円
87万円
87万円

0万円
406万円
406万円
406万円

0万円 
847万円 
847万円 
847万円 

0万円
1,987万円
1,987万円
1,987万円

配偶者と 
子供４人 

配偶者 
子 
子 
子 
子 

0万円
0万円
0万円
0万円
0万円

0万円
56万円
56万円
56万円
56万円

0万円
281万円
281万円
281万円
281万円

0万円 
588万円 
588万円 
588万円 
588万円 

0万円
1,375万円
1,375万円
1,375万円
1,375万円

（注）１ 遺産の価額は、各人の相続税の課税価格の合計額（遺産に係る基礎控除額控除前の金額）です。 

   ２ 相続税額の計算に当たっては、配偶者の税額軽減を適用し、税額は１万円未満を四捨五入していま

す。 

国税　太郎

埼玉県春日部市
　　○○○3丁目5番16号

4 9 8 3 9 2 1 5 1
2 4 6 2 6 0 3 5
2 7 4 1 5 9 4 0

4 9 5 6 0 2 2 4 6
3 0 0 0 0 0 0

4 9 8 6 0 0

2 5 6 6 4 6 3 5 0

6 6 5 5 7 5 5 0

6 5 2 5 2 5 0 0

3 3 5 9 6 0 0
2 5 3 2 8 6 7 5 0

1 0 0 0 0 0 0
2 5 4 2 8 6

4 83
1 3 0 5 0 5 0

1 3 0 5 0 5 0 0 0

9 0 0 0 0
6 5 2 5 2 5 0 0

4 2 5 0 0 0

6 5 7 6 7 5 0 0
6 4 7 3 7 5 0 0

2 1 7 2 0 4

6 5 4 6 9 7 0 4
1 0 8 7 8 4 6

1 0 8 7 8 0 06 4 7 3 7 4 0 0

6 4 7 3 7 4 1 0 8 7 8

春日部市○○○3丁目5番16号

コクゼイ　　 タ ロウ

国税　花子
コクゼイ　　ハナ コ

平成30

昭和25

妻 なし

××××××××○○○○
344-××××

××× ××× ×××

9 21 67昭和18 10 19 74

○○商事㈱　代表取締役

春日部
31 2 4 5 11

0 5 1

- 55 - 

 

 

 

⑫から⑰までの

税額控除のうち

先順位の税額控

除をしてその控

除後の税額が

「０」の場合又

は赤字の場合に

は、後順位の税

額控除をするこ

となく、⑲欄の

税額は「０」と

なります。 

赤字となる

場合には左

端に△を付

してくださ

い。 

フリガナ、生年月日は必ず

記入してください。 

相続開始の日における職業・

役職を記入してください。 

相続開始の日における年

齢を記入してください。

相続税の申告書を作成された税理士の方へ 

税理士法第30条(税務代理の権限の明示)、第33条の２(計

算事項、審査事項等を記載した書面の添付)に規定する書

面を作成し、申告書と併せて提出される場合には、該当

する□の中にレ印の記入をお願いします。 

（⑲欄の金額－⑳欄の金額）が黒字の場合で、（⑲欄の
金額－⑳欄の金額－㉑欄の金額）が赤字のときには、
㉒欄の小計は「０」となります。 
なお、（⑲欄の金額－⑳欄の金額）が「０」の場合又は
赤字の場合には、㉑欄の医療法人持分税額控除額は
「０」となります。 

申告される方のマイナンバー（個人番号）を

左端を空欄にした上で記入してください。

国
税
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1 2 9 0 6 7 1 1 8
2 4 6 2 6 0 3 5
2 4 0 5 6 3 4 0

1 2 9 6 3 6 8 1 3

1 2 9 6 3 6

1 1 2 6 7 8 6 8 3

3 0 0 1 6 1 5 0

9 0 0 0 0

1 1 2 6 7 8 6 8 3
2 0 0 0 0 0 0

1 1 4 6 7 8

0 2 6 0 2 3
3 3 9 3 1 3 0 0

1 1 1 1 6 9

1 1 1 1 6 9
3 3 8 2 0 1 3 1

9 6 6 2 7

1 8 6 6 2 7
2 9 8 2 9 5 2 3

2 9 8 2 9 5 0 03 3 8 2 0 1 0 0

3 3 8 2 0 1 2 9 8 2 9 5

市川市○○○6丁目3番1号

昭和55

長女長男 なし

×××× ××××○○○○×××× △△△△○ ○ ○ ○

272-××××
春日部市○○○3丁目5番16号
344-××××

××× ××× ×××××× ××× ×××

2 14 38昭和53 3 24 40

○○商事㈱　代表取締役

国税　一郎
コクゼイ　　イチロウ

税務　幸子
ゼイ ム　　 サチ コ

 

 

 

 

あん分割合に小数点以下２位未満の端数があるとき

は、全員の割合の合計が1.00になるように小数点以下

２位未満の端数を調整して記入しても差し支えありま

せん。 

  ㉒欄の金額のうちに贈与税の外国税額控除額（第11の２表⑨）がある場合の㉙欄の金額は、㉒欄の金額によら

ず、次の算式により計算します。 

（算式） 

   ㉒欄の金額－左記の金額のうち贈与税の外国税額控除額の金額 

 (注) 上記の算式で計算する場合の㉒欄の金額は、正の数として計算します。例えば、㉒欄の金額が△2,000千円

で、そのうち贈与税の外国税額控除額（その人の第11の２表の⑨欄の金額）が500千円である場合の還付され

る税額（㉙欄の金額）は、2,000千円－500千円＝1,500千円となります。 

農業相続人がい
る場合には、⑩欄
に算出税額を記
入します。この場
合、⑧欄及び⑨欄
を記入する必要
はありません。

農業相続人

がいる場合

には（⑩＋⑪

－⑱）で計算

します。 

申告される方のマイナンバー（個人

番号）を左端を空欄にした上で記入

してください。 

還付される税額のある相続時精算課税適用者がいる場合には、受取場
所を記載する「第１表の付表２」（94ページ）を作成します。 

国
税

税
務
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1 2 9 0 6 7 1 1 8
2 4 6 2 6 0 3 5
2 4 0 5 6 3 4 0

1 2 9 6 3 6 8 1 3

1 2 9 6 3 6

1 1 2 6 7 8 6 8 3

3 0 0 1 6 1 5 0

9 0 0 0 0

1 1 2 6 7 8 6 8 3
2 0 0 0 0 0 0

1 1 4 6 7 8

0 2 6 0 2 3
3 3 9 3 1 3 0 0

1 1 1 1 6 9

1 1 1 1 6 9
3 3 8 2 0 1 3 1

9 6 6 2 7

1 8 6 6 2 7
2 9 8 2 9 5 2 3

2 9 8 2 9 5 0 03 3 8 2 0 1 0 0

3 3 8 2 0 1 2 9 8 2 9 5

市川市○○○6丁目3番1号

昭和55

長女長男 なし

×××× ××××○○○○×××× △△△△○ ○ ○ ○

272-××××
春日部市○○○3丁目5番16号
344-××××

××× ××× ×××××× ××× ×××

2 14 38昭和53 3 24 40

○○商事㈱　代表取締役

国税　一郎
コクゼイ　　イチロウ

税務　幸子
ゼイ ム　　 サチ コ

 

 

 

 

あん分割合に小数点以下２位未満の端数があるとき

は、全員の割合の合計が1.00になるように小数点以下

２位未満の端数を調整して記入しても差し支えありま

せん。 

  ㉒欄の金額のうちに贈与税の外国税額控除額（第11の２表⑨）がある場合の㉙欄の金額は、㉒欄の金額によら

ず、次の算式により計算します。 

（算式） 

   ㉒欄の金額－左記の金額のうち贈与税の外国税額控除額の金額 

 (注) 上記の算式で計算する場合の㉒欄の金額は、正の数として計算します。例えば、㉒欄の金額が△2,000千円

で、そのうち贈与税の外国税額控除額（その人の第11の２表の⑨欄の金額）が500千円である場合の還付され

る税額（㉙欄の金額）は、2,000千円－500千円＝1,500千円となります。 

農業相続人がい
る場合には、⑩欄
に算出税額を記
入します。この場
合、⑧欄及び⑨欄
を記入する必要
はありません。

農業相続人

がいる場合

には（⑩＋⑪

－⑱）で計算

します。 

申告される方のマイナンバー（個人

番号）を左端を空欄にした上で記入

してください。 

還付される税額のある相続時精算課税適用者がいる場合には、受取場
所を記載する「第１表の付表２」（94ページ）を作成します。 

国
税

税
務

- 57 - 

第１表の付表１を提出される方の

マイナンバー（個人番号）を左端を

空欄にした上で記入してください。
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⑥欄の各人ごとの金額について下の「相続税の速算

表」を用いて計算した税額を記入します。 

○被相続人に養子があるときは、遺産
に係る基礎控除額を計算する場合
の法定相続人の数に含めるその養
子の数が制限される場合がありま
す（２ページ参照）。この制限され
る場合における養子についても、
「④法定相続人」欄に全員記入し、
「⑤左の法定相続人に応じた法定
相続分」欄には、次の記載例のよう
に記入します。 
なお、この例の場合、「④法定相続
人」の最下欄の「法定相続人の数
○Ａ」欄の人数は４人となります。 
④法定相続人 
 ((注) 1参照) 

 ⑤ 
左の法定
相続人に
応 じ た
法定相続分

 
氏 名 

被相続
人との
続 柄 

山田花子 妻 1
2   

山田太郎 長男 1
2 × 3

1
＝ 6

1   
山田桜子 長女 1

2 × 3
1

＝ 6
1   

山田一郎 養子 1
2 × 3

1
＝ 6

1   
山田二郎 養子   
    
法定相続人
の数 

○Ａ 人 
4 合計 1  

法定相続分の合計が
「１」になるか確認
してください。 

498,600 4,800 450,600

74,385,000

28,060,000

28,060,000

130,505,03

225,300国税　花子

国税　太郎

妻

国税　一郎 長男

税務　幸子 長女

2
1

112,650=×

112,650

3

2
1
2
1
4
1

=×2
1
2
1
4
1
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⑥欄の各人ごとの金額について下の「相続税の速算

表」を用いて計算した税額を記入します。 

○被相続人に養子があるときは、遺産
に係る基礎控除額を計算する場合
の法定相続人の数に含めるその養
子の数が制限される場合がありま
す（２ページ参照）。この制限され
る場合における養子についても、
「④法定相続人」欄に全員記入し、
「⑤左の法定相続人に応じた法定
相続分」欄には、次の記載例のよう
に記入します。 
なお、この例の場合、「④法定相続
人」の最下欄の「法定相続人の数
○Ａ」欄の人数は４人となります。 
④法定相続人 
 ((注) 1参照) 

 ⑤ 
左の法定
相続人に
応 じ た
法定相続分

 
氏 名 

被相続
人との
続 柄 

山田花子 妻 1
2   

山田太郎 長男 1
2 × 3

1
＝ 6

1   
山田桜子 長女 1

2 × 3
1

＝ 6
1   

山田一郎 養子 1
2 × 3

1
＝ 6

1   
山田二郎 養子   
    
法定相続人
の数 

○Ａ 人 
4 合計 1  

法定相続分の合計が
「１」になるか確認
してください。 

498,600 4,800 450,600

74,385,000

28,060,000

28,060,000

130,505,03

225,300国税　花子

国税　太郎

妻

国税　一郎 長男

税務　幸子 長女

2
1

112,650=×

112,650

3

2
1
2
1
4
1

=×2
1
2
1
4
1

30
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この表は、財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合に

記入します。 

農業相続人の氏名
を必ず記入してく
ださい。 

農業相続人とその
他の人では記入す
る欄が異なります。

あん分割合に小数
点以下２位未満の
端数があるときは、
全員の割合の合計
が1.00になるよう
に小数点以下２位
未満の端数を調整
して記入しても差
し支えありません。
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相続時精算課税適用者以外の

人は記入を要しません。 

28

　この表は、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人のうちに、被相続人の一親等の血族（代襲して相続人となった直系卑属を
含みます。）及び配偶者以外の人がいる場合に記入します。

非の税与贈の合場たけ受を与贈括一の金資て育子・婚結らか属尊系直（3の2の条07第法置措別特税租、にちうの産財たし得取りよに贈遺や続相、おな　
課税）第10項第2号に規定する管理残額がある人は、下記「 」を作成します。

（注）一親等の血族であっても相続税額の加算の対象となる場合があります。詳しくは「相続税の申告のしかた」をご覧ください。

（平30. 7）

（注）　１　相続時精算課税適用者である孫が相続開始の時までに被相続人の養子となった場合は、「相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、
　　　　かつ、相続開始の時までに被相続人との続柄に変更があった場合」には含まれませんので②欄から④欄までの記入は不要です。
　　　２　各人の⑥欄の金額を第１表のその人の「相続税額の２割加算が行われる場合の加算金額⑪」欄に転記します。

（下記「２」の⑬の金額）

 

×
+

+

3

-

70
10
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特定贈与財産（４
ページ参照）に該
当するものがあ
る場合には、被相
続人から贈与を
受けた財産の総
額からその特定
贈与財産の価額
を差し引いた金
額を記入します。

それぞれのその年に課税された暦年課税分の贈与税額（利子税、延滞税及び加算税の額

は含まれません。）を記入します。 

なお、同年中に贈与により取得した財産が「特例贈与財産」と「一般贈与財産」の両方

の財産である場合には、申告書第４表の２裏面の［記入に当たっての留意事項］をご

確認ください。 

税務　幸子

市川

2,000,000
2,000,000
90,000
90,000

90,000

国税　太郎
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円単位まで計算
した金額を記入
します。 

配偶者が農業相
続人である場合
には、第１表の⑩
欄の金額を記入
します。 

30

498,600 249,300,000
249,300,000

254,2861,000,0003,359,6003,359,600256,646,350

130,505,0 249,300,000 498,600 65,252,500

65,252,500

66,557,55066,557,550 0

1
2

国税 太郎




